
条

約

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報




11

保
護
期
間
（
第
一
四
条
関
係
）

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
実
演
家
に
与
え
ら
れ
る
保

護
期
間
は
、
実
演
が
固
定
さ
れ
た
年
の
終
わ
り
か
ら

少
な
く
と
も
五
〇
年
と
す
る
。

12

技
術
的
手
段
に
関
す
る
義
務
（
第
一
五
条
関
係
）

締
約
国
は
、
実
演
家
に
よ
っ
て
許
諾
さ
れ
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
法
令
で
許
容
さ
れ
て
い
な
い
行
為
が
そ

の
実
演
に
つ
い
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た

め
の
技
術
的
手
段（
コ
ピ
ー
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
等
）

の
回
避
を
防
止
す
る
た
め
の
適
当
な
法
的
保
護
及
び

効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ
い
て
定
め
る
。

13

権
利
管
理
情
報
に
関
す
る
義
務（
第
一
六
条
関
係
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
権
利
の
侵

害
を
誘
引
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
権
限
な
く
、

電
子
透
か
し
等
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
電
磁
的
な
権
利

管
理
情
報
を
故
意
に
除
去
し
、
又
は
改
変
す
る
等
の

行
為
に
関
し
、
適
当
か
つ
効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ

い
て
定
め
る
。

14

方
式
（
第
一
七
条
関
係
）

こ
の
条
約
に
定
め
る
権
利
の
享
有
及
び
行
使
に

は
、
い
か
な
る
方
式
の
履
行
も
要
し
な
い
。

15

留
保
及
び
通
告
（
第
一
八
条
関
係
）

８

の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
に
は
、
い

か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

16

適
用
期
間
（
第
一
九
条
関
係
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
各
締
約
国
に
つ
い
て
効

力
を
生
ず
る
時
に
存
在
す
る
固
定
さ
れ
た
実
演
及
び

こ
の
条
約
が
各
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後

に
行
わ
れ
る
全
て
の
実
演
に
対
し
て
、
こ
の
条
約
に

基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
保
護
を
与
え
る
。

17

権
利
行
使
の
確
保
に
関
す
る
規
定
（
第
二
〇
条
関

係
）締

約
国
は
、
自
国
の
法
制
に
従
い
、
こ
の
条
約
の

適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と

を
約
束
す
る
。

18

管
理
条
項
（
第
二
一
条
及
び
第
二
二
条
関
係
）

締
約
国
は
、
総
会
を
設
置
す
る
。
総
会
は
、
こ

の
条
約
の
適
用
及
び
運
用
等
に
関
す
る
問
題
を
取

り
扱
い
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
の
招

集
に
よ
り
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
一
般
総
会

と
同
一
期
間
中
に
同
一
の
場
所
に
お
い
て
会
合
す

る
。

世
界
知
的
所
有
権
機
関
国
際
事
務
局
は
、
こ
の

条
約
の
管
理
業
務
を
行
う
。

19

最
終
条
項
（
第
二
三
条
〜
第
三
〇
条
関
係
）

こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
る
資
格
、
効
力
発
生
、

廃
棄
、
寄
託
者
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

第
九
条

貸
与
権

第
十
条

固
定
さ
れ
た
実
演
の
利
用
可
能
化
権

第
十
一
条

放
送
及
び
公
衆
へ
の
伝
達
に
関
す
る
権
利

第
十
二
条

権
利
の
移
転

第
十
三
条

制
限
及
び
例
外

第
十
四
条

保
護
期
間

第
十
五
条

技
術
的
手
段
に
関
す
る
義
務

第
十
六
条

権
利
管
理
情
報
に
関
す
る
義
務

第
十
七
条

方
式

第
十
八
条

留
保
及
び
通
告

第
十
九
条

適
用
期
間

第
二
十
条

権
利
行
使
の
確
保
に
関
す
る
規
定

第
二
十
一
条

総
会

第
二
十
二
条

国
際
事
務
局

第
二
十
三
条

こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
る
資
格

第
二
十
四
条

こ
の
条
約
に
基
づ
く
権
利
及
び
義
務

第
二
十
五
条

こ
の
条
約
の
署
名

第
二
十
六
条

こ
の
条
約
の
効
力
発
生

第
二
十
七
条

締
約
国
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
効
力
が
生
ず
る
日

第
二
十
八
条

こ
の
条
約
の
廃
棄

第
二
十
九
条

こ
の
条
約
の
言
語

第
三
十
条

寄
託
者

視
聴
覚
的
実
演
に
関
す
る
北
京
条
約
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

条
約
第
一
号

視
聴
覚
的
実
演
に
関
す
る
北
京
条
約

目
次前

文
第
一
条

他
の
条
約
と
の
関
係

第
二
条

定
義

第
三
条

保
護
の
受
益
者

第
四
条

内
国
民
待
遇

第
五
条

人
格
権

第
六
条

実
演
家
の
固
定
さ
れ
て
い
な
い
実
演
に
関
す
る
財
産
的
権
利

第
七
条

複
製
権

第
八
条

譲
渡
権
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